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1利 用 者 負 担 金                                
■ 法 定 給 付 
お支払いいただく利用者負担金は次のとおりです。 
施設介護サービス費 

(１０割) 
利用者負担金 

(１割) 
算定根拠(単価×日数ほか) 

介護報酬の告示上の額 左記の１割 施設介護サービス費の１割 

 
● 介護報酬のうち利用者負担金分（１割）（平成１２年４月１日以後の認定で入所の方） 

１日当たりの利用料金 

居室区分 介 護 度 施設介護サービス費 利用者負担金 

要介護度１ ５，８９０円 ５８９円 

要介護度２ ６，６００円 ６６０円 

要介護度３ ７，３００円 ７３０円 

要介護度４ ８，０１０円 ８１０円 

従来型個室 

要介護度５ ８，７１０円 ８７１円 

要介護度１ ６，５１０円 ６５１円 

要介護度２ ７，２２０円 ７２２円 

要介護度３ ７，９２０円 ７９２円 

要介護度４ ８，６３０円 ８６３円 

多床室 

要介護度５ ９，３３０円 ９３３円 

 
 
● 旧措置による入所利用者負担分(１割)（平成１２年３月３１日以前の措置で入所の方） 

１日当たりの利用料金 

居住区分 介 護 度 介護保険料 利用者負担金 

要介護度１ ５，８９０円 ５８９円 

要介護度２ ６，９９０円 ６９９円 

要介護度３ ６，９９０円 ６９９円 

要介護度４ ８，３６０円 ８３６円 

従来型個室 

要介護度５ ８，３６０円 ８３６円 



特別養護老人ホーム フランセーズ悠 2 

要介護度１ ６，５１０円 ６５１円 

要介護度２ ７，６１０円 ７６１円 

要介護度３ ７，６１０円 ７６１円 

要介護度４ ８，９８０円 ８９８円 

多床室 

要介護度５ ８，９８０円 ８９８円 

 
■ 食 費 

１日当たりの利用料金 

利用者段階別 特定入所者介護サービス費 利用者負担限度額 

〔第１段階の利用者〕 １，３８０円   ３００円 

〔第２段階の利用者〕 １，３８０円   ３９０円 

〔第３段階の利用者〕 １，３８０円   ６５０円 

〔第４段階の利用者〕 全額利用者負担 １，３８０円 

 
■ 居 住 費 

１日当たりの利用料金 

居室区分 利用者段階別 特定入所者介護サービス費 利用者負担限度額 

〔第１段階の利用者〕  １，１５０円   ３２０円 

〔第２段階の利用者〕  １，１５０円   ４２０円 

〔第３段階の利用者〕  １，１５０円   ８２０円 
従来型個室 

〔第４段階の利用者〕 全額利用者負担 １，１５０円 

〔第１段階の利用者〕   ３２０円     ０円 

〔第２段階の利用者〕 全額利用者負担   ３２０円 

多床室 

〔第３段階の利用者〕 全額利用者負担   ３２０円 
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〔第４段階の利用者〕 全額利用者負担   ３２０円 

 
● 入院・外泊時の居住費  
初日・最終日を除く６日間以内は段階別補足給付が適用されます。 
７日目以降も希望により当該利用者のために居室を確保する場合の７日目以降 
最終日前日までは全額自己負担です。 
 

■ そ の 他 の 加 算 

加算項目 単位 備  考 サービス費 利用者負担金 

初期加算 １日 
入所後３０日間のみ 
３０日を越える入院後

の再入所も適用 
３００円 ３０円 

個別機能訓練加算 １日  １２０円 １２円 

入院・外泊算定加算 １日 
初日・最終日を除く６

日間以内 
２，４６０円 ２４６円 

栄養マネジメント加算 １日  １４０円 １４円 

療養食加算 １日 該当者のみ ２３０円 ２３円 

看護体制加算（Ⅰ）ロ １日  ４０円 ４円 

看取り介護加算 １日 
死亡日前４日以上３０日以下 

死亡日前日及び前々日 

死亡日 

８００円 
６８００円 
１２８００円 

８０円 
６８０円 

１２８０円 

日常生活継続支援加算 １日 条件が整い次第 ２２０円 ２２円 

経口移行加算 １日 該当者のみ ２８０円 ２８円 

経口維持加算Ⅰ 
経口維持加算Ⅱ 

１日 
計画書作成後１８０日

以内限度（該当者のみ） 
２８０円 
５０円 

２８円 

夜間職員配置加算（Ⅰ）ロ １日  １３０円 １３円 

サービス提供体制強化加

算（Ⅱ） 
１日  ６０円 ６円 

退所前後訪問相談援助加

算 
１回 

入所中１回 
退所後１回 

４，６００円 ４６０円 
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退所時相談援助加算 １回 退所時１回 ４，０００円 ４００円 

退所前連携加算 １回 退所時前１回 ５，０００円 ５００円 

 
■ 法 定 外 費 用 
  ・理美容サービス（髪カット・髭剃り）               実費負担 
  ・日常生活に要する費用で本人にご負担頂くことが適当である費用   実費負担 
 
■ 特 別 料 金 

区  分 利用者負担金(実費) 

特別な食事 ・要した費用の実費  (出前・外食等) 

設備備品 室  料 

テレビ 
冷蔵庫 
ソファー 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境 

・ 特別個室 １日 ３，０００円 
 （西館：3室） 

テレビ 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境 

・ 一般個室 １日 １，０００円 
 （本館 10室、西館 7室） 

特別な居室 

テレビ 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境 

・ 二人部屋 １日   ５００円 
 （本館 4室、西館 2室） 

日常生活に要する費用で本人にご負担頂くこ

とが適当である費用 
（日用品費・教養娯楽費・その他） 

・ 喫茶コーナー利用代金 ・日常生活品

の購入代金 
・ クラブ活動の費用 
・ その他個人的な要望により購入する

物の代金 
※ 第１段階から第４段階の利用者が従来型個室（特別個室・個室）又は二人室に入

居する場合の特別室料です。  
※ インターネットご利用の方にパソコン無料で貸出します。 
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1当施設ご利用の際に留意いただく事項                        
■ 利用上の留意事項 
来訪・面会 ・ 来訪者は面会の時間を厳守し、玄関に備付の面会簿に記入のうえ

必ずその都度職員に届けてください。 
・ 来訪者が宿泊される場合は必ず許可を得てください。 

外出・外泊  ・ 外出、外泊の際は必ず行き先と帰宅時間を職員に申し出てくださ

い。 

施設医師以外の医

療機関への受診 
・ 原則として、入所までかかっていた主治医への受診は自由ですが

定期的に受診される場合は、通院に際しご家族の協力をお願いし

ます。 
・ 主治医から配置医師への通知により、定期的に来所する配置医師

の受診及び投薬を受けることもできます。 

居室・設備 
器具の利用 

・ 施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用くださ

い。これに反したご利用により破損などが生じた場合、賠償して

いただくことがあります。 

喫煙・飲酒 ・ 喫煙は決められた場所以外ではお断りします。 
・ 居室での飲酒はできません。 

食べ物の持込み ・ 面会時に食べ物を持込むときは、原則として食堂またはフロアー

でご一緒に召し上がってください。居室での飲食はできません。 

迷惑行為等 ・ 騒音等他の入所者の迷惑となる行為はご遠慮願います。 
・ むやみに他の入所者の居室等に立ち入らないようにしてくださ

い。 

所持品の管理 ・ 施設での生活に必要な最小限の身回り品をご持参ください。 
・ 衣類・日用品の管理は居室内のタンスをご利用ください。 
・ 所持品にはマジックまたは、縫付けで記名をお願いします。 

現金等の管理 ・ 現金の持込みは特に必要がありませんのでご遠慮願います。 
・ 電話を使用する際の小銭については自己管理願います。 
・ 自己負担金自動振替のための預金通帳、印鑑については施設長に

おいて責任をもって管理いたします。（契約書第１０条第１項） 
 

宗教活動 
政治活動 

・ 施設内で他の入居者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮下

さい 
動物飼育 ・ 施設内へのペットの持込み及び飼育はお断りします。 
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1運 営 方 針                                   
■ 事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

社会福祉法人博悠会が開設する特別養護老人ホームフランセーズ悠

（以下｢事業者｣と言う。）が行なう、指定介護老人福祉施設事業のて

きせいな運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を

定め、事業所の医師その他従業員（以下「従業者」と言う。）が、要

介護の状態（以下「要介護状態」と言う。）となった高齢者に対し、

適正な指定介護老人福祉施設事業を提供することを目的とする。 

施設の運営方針 

事業所の従業者は、その利用者が要介護状態となった場合において

も、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立し

た日常生活が営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介助、

その他日常生活上のお世話及び機能回復訓練を行なうことにより、

利用者の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 
また、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険医療サー

ビスまたは福祉サービスとの密接な連携を図り、良質なサービスの

提供に努めるものとする。 

 
1施 設 サ ー ビ ス 概 要 説 明                          
■ 介護保険給付サービス 

種   類 内    容 

食   事 

・管理栄養士が立てる献立表により、栄養と利用者の身体状況 
に配慮したバラエティに富んだ食事を提供します。 

・食事はできるだけ離床して食堂で召しあがっていただけるよう 
配慮しています。 

・食事時間 
朝  食   （ ７：３０～ ８：３０） 

    昼  食   （１２：００～１３：００） 
    夕  食   （１８：００～１９：００） 

排   泄 
・入所者の状況に応じて適切な排泄を行うとともに、排泄の自 
立についても適切な援助を行います。 

入   浴 

・定期的に週２回以上の入浴を行います。 
・必要状況に応じてシャワー浴又は清拭を行います。 
・寝たきり等で座位の取れない方は、機械を用いた特殊浴槽で 
 の入浴をいたします。 
・車椅子の方は車椅子専用入浴を行います。 

離床・着替え・整理 
・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 
・生活のリズムを考えた着替え、入浴時の定期的な着替えを行 
うよう努めます。 
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・個人としての尊厳に配慮し、室内外の適切な整理が行われる 
よう援助いたします。 

・シーツ交換は週 1回行います。 
・寝具やベッド周りの衛生管理に努めます。 

機能訓練 

・機能訓練は専門の訓練員（針・灸・あ・マ師及び看護師）によ

り入所者の身体の状況に適合した機能訓練を行ない、身体的機

能の低下を防止するよう努めます。 
・当施設の所有するリハビリ器具 
   歩行器       プラットホーム 
   交互歩行器     4点ステッキ 
   車椅子       杖 
   平行棒       訓練用ゲーム     その他 

健康管理 

・配置医師２名により週２回診察日を設けて健康管理に努めます。 
・また、緊急等必要な場合には主治医あるいは協力医療機関に責

任をもって引き継ぎます。 
・入所者及びその家族の希望で外部の医療機関に通院する場合は 
 その介添えについて家族で対応をお願いします。 
≪当施設の配置医師≫ 

   病院名  ・大門東クリニック    ・磯村クリニック   

   診療科目 ・胃腸外科        ・内科 
   診察日  ・毎週火曜日         ・毎週水曜日 

相談対応 
・当施設は、入所者及びそのご家族からのいかなる相談につい 
 ても、誠意を持って相談に応じます。 
・生活相談員ほかスタッフにお気軽にご相談下さい。 

相談窓口 

・担当者  生活相談員 
・利用者の施設介護サービス計画が作成されるまでの間につい 
ても、当然利用者がその有する機能に応じて自立した日常生 
活が送れるように適切な各種介護サービスを提供します。 

社会生活上の便宜 

・当施設では、必要な教養娯楽設備を整えるとともに、施設で 
 の生活を実りあるものとするため、適宜レクリエーション等 
の行事を企画します。 

・主な娯楽活動 
  隔週開催  カラオケクラブ  他各種 
  隔週開催  喫茶コーナー 
  毎日開催  ゲーム機能訓練 
・主なレクリエーション行事 
  毎月の施設行事計画に基づき実施 
  年間の施設行事計画に基づき実施 
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■ 介護保険給付外サービス 

サービスの種類 内      容 

理容・美容 
・毎月４回(原則として第１・第２・第３木曜日と第 4水曜日) 
理髪店の出張による理容及び美容サービスをご利用いただけ 
ます。 

 
■ 身体拘束の改善・廃止について 
身体拘束の改善・廃止 当施設は指定介護老人福祉サービスの提供に当たり、自傷他害

の恐れがあると認められる場合で、入所者又は他の入所者の生

命又は身体を保護するための緊急やむを得ない身体拘束以外の

身体拘束は行わないことを宣言します。 
身体拘束廃止委員会 
リスクマネジメント委員会 

身体拘束廃止委員会は、施設長・介護支援専門員・生活相談員・

看護師・介護士等により構成し、身体拘束の廃止に向け改善計

画を作成し身体拘束ゼロに向けて改善計画の見直しを行いま

す。 
身体拘束を行った場合

の記録・改善 
緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、その態様及び時間、そ

の際の入所者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録しま

す。 
この場合態様の改善を待ち、できるだけ早く身体拘束の解除を

行うため多職種でのバックアップ体制を講じます。 
 
■ ご利用施設で併せて実施する事業 

長野県知事の事業者指定 
事業の種類 

指定年月日 指定番号 利用定員 

施設 特別養護老人ホーム 平成１１年１２月２７日 ２０７０１００５７９ １０４人 

通所介護 平成１１年１０月２９日 ２０７０１００４５４ ４０人 
短期入所生活介護 平成１１年１２月２７日 ２０７０１００５７９ ２０人 居宅 
居宅介護支援事業 平成１7年 1０月１日 ２０７０１０２８３１ ････････ 

介護予防通所介護 平成１８年４月１日 ２０７０１００４５４ 
介護

予防 
介護予防短期入所生活介護 平成１８年４月１日 ２０７０１００５７９ 

居宅に含む 

措置

施設 
ケアハウス悠悠 平成１１年１２月２７日 ･････････････････････ ２４人 
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1施 設 の 概 要                                   
■ 特別養護老人ホーム・デイサービス・ケアハウス (併設施設) 

敷   地 ４,１８７.４７平方メートル 

住 所  長野市大字大豆島３６０番地３ 

構造述べ床面積 鉄筋コンクリート三階建・鉄骨三階建 ６４９８．８９㎡ 
建物 

利用定員 
特養１０４名・短期入所２０名（介護予防含む）・老人デイサー

ビス一般型３０名（介護予防含む）、認知症型１０名（介護予防

含む）・ケアハウス２４名 
 
■ 居室 (うち、短期入所生活介護入所者の専用居室は７室２０名分)  

居室の種類 居室数 面  積 一人あたり面積 

一 人 部 屋 
（ ）内は短期入所分 

２０室 
（２室） 

３０８．７４２㎡ 
（３２．３３２㎡） 

１５．４３７㎡ 
（１６．１６６㎡） 

二 人 部 屋 
（ ）内は短期入所分 

６室 
（１室） 

 １４３．０６８㎡ 
（２４．５４８㎡） 

 １１．９２２㎡ 
（１２．２７４㎡） 

四 人 部 屋 
（ ）内は短期入所分 

２３室 
（４室） 

１０４４．０７５㎡ 
（２１７．３４５㎡） 

 １１．３４８㎡ 
（１３．５８４㎡） 

※ 指定基準は、居室一人当たり １０．６５㎡です。 
 
■ 主な設備 (特別養護老人ホーム・短期入所生活介護・デイサービス) 

設備の種類 室数等 面  積 一人当たり面積 

食   堂 ６室 ３６６．６４６㎡ ２．９５㎡ 

機能訓練室 １室  ４８．８６０㎡ （西館は食堂と共用） 

一般浴室 ４室 １１６．９９９㎡ （デイと共用） 

機械浴室 特殊浴槽 ４４．８２０㎡ （デイと共用） 

医 務 室 １室 １８．６３５㎡  

静 養 室 １室 １９．４７０㎡  

喫 茶 室 ２室 １００．２７３㎡  
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■ 職員体制 (主たる職員) 

常勤 非常勤 
従業者の職種 員数 

専従 兼務 専従 兼務 

常勤換算 
後の人員 

事業者の 
指定基準 

保有資格 

施設長 １ １    １．０ １ 施設長資格 

介護支援専門員

（生活相談兼務） 
２ 

（１） 
１ １   ２．０ １．１ 介護支援専門員 

生活相談員 2  1  1   ２．０ １．１ 
介護支援専門員 

社会福祉主事 

介護職員 ３９ ３５ 
 

 
４  ３７．２ 介護福祉士他 

看護職員 ３ ２  １  ３．８ 
３４．７ 

看護師 
准看護師 

機能訓練指導員 
（短期入所兼務） 

２  １ １  １．８ １以上 針灸あマ師 

配置医師 ２    ２ ０．２ 
健康管理

に必要数 
医師（嘱託） 

管理栄養士 １ １  １  １．６ １以上 管理栄養士 

 
■ 協力医療機関 

医療機関の名称 長野赤十字病院 長野市保健医療公社長野市民病院 

所在地 長野市若里１５１２番地１ 長野市大字富竹１３３３番地１ 

電話番号  ０２６―２２６―４１３１ ０２６―２９５―１１９９ 

診療科目 総合病院 総合病院 

入院設備 あり ・ ベッド数７００床 あり ・ ベッド数４００床 

契約の概要 

① 特別養護老人ホームフランセーズ悠に入所している利用者が、病気や

けが等で医療が必要な場合、外来診療、治療、薬の処方、検査等を行

う。 
② 緊急治療が必要な場合、施設の要請により病院はこれを受け入れる。 
  この場合病院の指示に従い、搬送は施設の責任とする。 
③ 病院は入院治療を必要と認めた場合、入院を受け入れる。 
④ 施設は病院に対し外来診療や入院治療に必要な個人情報を提供する。 

医療機関の名称 長野医療生活協同組合 長野中央病院 医療法人愛和会 愛和病院 
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所在地 長野市西鶴賀１５７０番地 長野市大字鶴賀１０４２番地 

電話番号 ０２６―２３４―３２１１ ０２６―２２６―３８６３ 

診療科目 総合病院 内 科 

入院設備 あり ・ ベッド数３０４床 あり ・ ベッド数４３床 

契約の概要 

① 特別養護老人ホームフランセーズ悠に入所している利用者が、病気や

けが等で医療が必要な場合、外来診療、治療、薬の処方、検査等を行

う。 
② 緊急治療が必要な場合、施設の要請により病院はこれを受け入れる。 
  この場合病院の指示に従い、搬送は施設の責任とする。 
③ 病院は入院治療を必要と認めた場合、入院を受け入れる。 
④ 施設は病院に対し外来診療や入院治療に必要な個人情報を提供する。 

 
■ 協力歯科医療機関 

医療機関の名称 中村歯科クリニック 

院長名 中 村 直 勝 

所在地 長野市稲葉日詰沖１８６６－８ 

電話番号 ０２６―２２１―０１１８ 
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■ 非常災害時の対策 
非常時の対応 別途定める「特別養護老人ホームフランセーズ悠消防計画」に従 

って非常時の緊急対応を行ないます。 

近隣との協力関係 社会福祉法人博悠会は大豆島上区自主防災会・西風間自主防災会 
と『災害時における協力応援体制に関する協定書』で近隣防災協 
力を締結し、非常時の相互の応援を約束しています。 
(平成１０年１０月２日締結) 
別途定める「特別養護老人ホームフランセーズ悠消防計画」に従 
って、年 2回昼間及び夜間を想定した避難訓練を、入所者の方も 
参加して実施します。 

設備名称 個 数 設備名称 個 数 

スプリンクラー あ り 防火扉シャッター あ り 

非常階段 あ り 屋内消火栓 あ り 

自動火災報知器 あ り 非常通報装置 あ り 

誘導灯 あ り 漏電火災報知器 あ り 

ガス漏れ報知器 あ り 非常用電源 あ り 

平常時の訓練 
及び防災設備 

カーテン・蒲団等は防炎性のあるものを使用しています。 

消防計画 
消防署への届出日    平成２０年４月１日 
防火管理者       山岸繁子 
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■ 相談窓口・苦情対応 
★ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 
当施設ご利用の場

合の相談 
苦情解決責任者   施設長  土田澄江 
苦情受付担当者   生活相談員 榎本厚志 坂口美穂 
第三者委員  評議員 三井静江 ・ 監事 宮澤栄一 
ご利用時間  土日曜日・祭日を除く毎日 9：00~17：00まで 
ご利用方法  電話・面談・手紙等いずれの方法でも結構です。 

 
★ 公的機関においても、次の機関において苦情申し立てができます。 
長野市保健福祉部 
介護保険課 

所在地  長野市大字鶴賀１６１３ 
電話番号 ０２６―２４４―７９９１ 
ＦＡＸ  ０２６―２２４―５２４７ 

長野県国民健康保 
険団体連合会 

所在地  長野市大字西長野字加茂北１４３－８ 
電話番号 ０２６―２３８―１５５５ 
ＦＡＸ  ０２６―２３８―１５６０ 

長野県福祉サービ 
ス運営適正化委員会 

所在地  長野市若里１５７０－１ 
電話番号 ０２６―２２６―２０３５ 
ＦＡＸ  ０２６―２９１―５１８０ 

 


